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 本論文は、漢城と呼ばれた近世ソウルを対象にして、朝鮮近世都市に対する歴史学的接

近を試みるものである。 

 朝鮮近世の都市について研究者間では共通する定義がなく、都市の存在そのものを否定

する論者も少なくない。筆者は実態から出発し、商人、手工業者、官庁吏員など、非農業

的生業従事者が一定程度を占め、人口稠密地帯を擁する地域を都市と見なしている。本論

文は、首都でありもっとも都市的性格の強い近世ソウルの具体層を分析し、朝鮮近世都市

史研究の出発点を提示するものである。 

 朝鮮は、19 世紀中葉の「開国」によって政治的経済的な「近代」の激動に巻き込まれた

が、その社会は緩やかな変容を起こしつつも、「近世」的諸関係が高い持続性をもって存

在していた。本論文で扱うソウルの社会的「近世」は、20 世紀初頭にまで伸びている。 

 第１部「ソウルの都市理念」では、14 世紀末から 19 世紀末までの漢城の都市理念に焦

点を合わせ、その歴史的意味を探求した。 

 第１章「近世ソウルの都市空間」は、漢城の歴史的性格を解明する基礎作業として、漢

城の建設と都市施設の内部布置を検討した。 

 漢城の王都理念には、中国のそれを見出すことができる。風水地理説に基づいて位置が

選定され、『周礼』に基礎をおく王宮南面・右社左廟などの王都理念に従って都市の内部

施設を配置した。一方で、地上を格子状に区画することなく、迷路状の道路網と、周辺を

囲繞する山の尾根と地脈に沿う不規則な形状の城壁を建設し、中国（明・清）皇帝にはば
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かって祭天施設を設置しなかった。こうして、朝鮮国王は、漢城という首都の形態によっ

て、中国皇帝の冊封を受けた地域君主としての自らの政治的位置を可視化した。中国産品

を取り扱った商業施設六矣廛は漢城のみに開設され、王都漢城が、 重要の価値をもつ外

部、すなわち中国との唯一の接触点であることを示した。1897 年、国王が皇帝を名乗り、

漢城に祭天施設（圜丘壇）を復活したことで、漢城は中国の冊封から完全に離脱し、「近

世」的政治都市から「近代」的政治都市へと変容した。 

 第２章「朝鮮近世における王都と帝都」は、漢城を東アジア国際政治の中に意味づけた。 

 朝鮮王朝は、文明・政治の中心として中国（明・清）を選び、その皇帝の権威の下に、

儒教（朱子学）を国家的正統性を支える思想的基盤とした。高麗から政権を奪い取った朝

鮮国王は、自らを中国皇帝の冊封を受けた地域君主と設定することで、朝鮮半島における

権力正統性を得た。高麗国王に権威を付与していた国家的仏教儀礼や祭天施設を廃止し、

天との関係を中国皇帝にゆだねることとした。天を祭る皇帝の都北京（帝都）に対して、

漢城は、その皇帝の権威によって権力の正統性が保証された地域君主たる国王の都（王都）

になり、権威の都北京と、権力の都漢城という関係が成立する。このような関係は、日本

における江戸と京、中世欧州におけるローマと諸国の首都などの関係と構造的に通底する。 

 第２部「住民と地域・街」では、18~20 世紀初頭の漢城における住民と居住空間に関す

る基礎的検討を行い、資料の定量的分析により都市街区の実態を探求した。 

 第３章「住民と居住空間―『漢城府戸籍』の分析から」では、1896 年から 1906 年にか

けて作成された漢城府の戸籍台帳残存分によって、漢城の都市的性格に対する基礎的な検

討を行った。 

 (1)性比は 103 で、全体としてみると男女の平衡はとれているが、都心部がもっとも低く、

周辺部になるにしたがって高くなるという顕著な傾向を見せている。(2)１戸当たり居住者

は城壁内 5.5 人、城壁外 4.0 人、全体で 5.2 人で、同時代の農村地域よりかなり多い。全人

口の 4 分の 1 を占める、非血縁者すなわち寄口と雇傭がこの数字を押し上げている。彼ら

は家内労働や都市諸雑業へ従事し、漢城の都市生活を下支えした。(3)戸首の職業では、官

吏と両班（儒者）の構成比が圧倒的に高い。官吏は同時代の警察調査による全国の 0.5％

に対して、漢城のそれは 30 倍を超える 16.6％にのぼり、これに両班の 30.2％を合わせる

と、漢城では政府と何らかの関係をもつものが半数近くを占めた。(4)職業・身分構成に、

地域ごとの大きな偏差が見られない。漢城街区では、各種職業・身分が雑居していた。(5)

同本同姓の数は農村地域の数倍に達するが、特定の氏族が地域的に集住する傾向は見られ

ない。(6)平均家屋規模は農村部の２倍で、瓦葺き家屋の比率は 60％を超えて農村部と隔

絶した高い数値を示しており、ソウルの都市的景観を形成している。家屋規模も瓦葺き家

屋比率も、東西の幹線鍾路および中心部と南大門とを結ぶ南大門路周辺の都心部から周辺

部に向かって明確な同心円状の低下傾向を示し、城壁を越えると農村的景観へと移行する。 

 第４章「地域空間「洞」の形成 

 17 世紀から 20 世紀初頭までの、漢城における 小地域単位である「洞」の存在様態を

検討した。 

 漢城は、５部（後に署）を 大行政単位とし、その中が坊・契・洞に分けられ、 末端

の地域単位が「洞」になる。本章では、漢城城壁内における約 1000 を数える「洞」の地域

としての性格と実態を検討した。その結果、「洞」は地域としての共同性はもつものの、
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共同体的性格は保有していない存在と評価された。 

 (1)「洞」の大多数は小規模である。3 分の 1 は居住者が 10 人以下で、居住者がゼロの

「洞」も存在する。1 戸だけで構成される「洞」が 4 分の 1 強を占め、「洞」の 60％以上

が 10 戸以下で構成されている。(2)「洞」は雑多な身分・階層の人々が居住する空間であ

り、「戸」を単位として頻繁に移動を繰り返していた。(3)「洞」の実態は、路地をはさん

だ地域である。「洞」は不断に生成・消滅・分化する動的な存在であり、「洞」の地理範

囲や名称は、住民の意識によって決められ、行政は関与することがなかった。 

 第５章「官僚と居住地域」 

 大韓帝国時期（1897-1910 年）の官僚履歴書に基づいて、漢城における官僚の居住様相

を検討した。 

 官僚の居住地分布は、王宮景福宮を中心として城壁内の西部および中部に濃密で、東部

に希薄である。官僚の居住密度は、王宮周辺を 高値として、同心円的形状を描いて周縁

部に向かって低下する。上下級を問わず、官僚は雑多な人々と混住しており、漢城城内で

は、職業・身分・階層による棲み分けが行われていない。居住規制がなく、自由に居住地

を選択できたことが官僚の住居地の分布を決定する大きな要因となった。 

 第６章「住民移動と地域」 

 『漢城府戸籍』を主資料として、1896 年から 1906 年までの、「戸」を単位とした住民

移動様相を分析した。住民個々人の移動については戸籍という資料の性格的限界から分析

することができなかった。 

 (1)１坊が 1896 年と 1906 年の、また５坊が 1903 年と 1906 年の２年次にわたる戸籍台帳

を現存している。１坊では、1896 年に存在した戸の 86.7％が転出し、1906 年に存在した

戸の 86.3％はこの間に転入してきた。５坊では、1903 年から 1906 年の 3 年間で 68.8％が

転出し、67.2％が転入してきた。単純平均すると、観察地域の「戸」は、毎年 20％強が移

動し、3 年間で 70％ちかい「戸」が、10 年間では 90％近い「戸」が入れ替わった。戸籍台

帳の現存しない中間年の状況を考慮すれば、この移動率はさらに上昇する。漢城住民は不

断に移動を繰り返していた。(2)城壁内では、転入元の 86.6％が城壁内であるのに対して、

城壁外のそれは城壁外が 48.2％、城壁内が 33.5％、漢城以外が 15.6％となっている。地方

から漢城に移住する人々は、いったん城壁外に居住した後、城壁内に入り、さらに城壁内

を中心として環流していた。(3)社会的・経済的上層ほど移動傾向が高い。支配エリートを

形成する士族の特定一族が長期定着する農村部に対し、漢城はそれと逆の方向性をもって

いる。 

 第７章「近世ソウルの商業空間―米商のあり方を通じて―」 

 本章では、政府から認定を受けて、漢城内における特定商品の独占的販売を行っていた

「市廛」のうち、米商人組合である米廛の動向を通して、漢城における商業空間の性格を

検討した。 

 (1)市廛は大商人から零細商人を含む商品別の商人組合組織である。特権を有していたの

は、六矣廛と称される一部に過ぎない。(2)市廛は、漢城内における特定物品の専売権を付

与されており、組合加入者以外はその物品の販売を行うことができなかった。市廛は中小

零細商人にとって、生活権を守る組織であった。「市廛」システムによって漢城の日常的

商品供給は円滑に運営され、零細商人も販売権を梃子とした生活権を保証されていた。 


